
令和7年度諸経費根拠

積算根拠
　岡山市業務関係積算基準及び標準歩掛の測量業務費の積算方式にならい、積算している。
＊本業務は業種を土木関係建設コンサルタント業務で発注しているが、
　主な業務内容が測量作業のため測量業務費を使用している。

測量業務費
　　測量業務費は、次の積算方式によって積算するものとする。
　　　　測量業務費　＝ （測量作業費）+（測量調査費）+（消費税相当額）

　　　　＝ {（測量作業費）+（測量調査費）}×{1+（消費税率）}
　　1.　測量作業費
　　　　測量業務費　＝ （直接測量費）+（間接測量費）+（一般管理費等）

　　　　＝ （直接測量費）+（諸経費）
　　　　＝ {（直接測量費）-（成果検定費）}×{1+（諸経費率）}+（成果検定費）

　　2.　諸経費
　　　　測量作業費に係る諸経費は、下記計算式関係により直接測量費（成果検定費を除く）毎に求め
　　られた諸経費率を、当該直接測量費（成果検定費を除く）に乗じて得た額とする。

　　3.　測量調査費
　　　　測量調査費については、「土木設計業務等積算基準」による。

計算式関係
（1）　諸経費率標準値

（2）　算出式
　　　　　ｚ　＝　Ａ　×　Ｘ ＾ ｂ

ただし、Ｚ　：　諸経費率　（単位：％）
　　　　　Ｘ　：　直接測量費（単位：円）　【成果検定費を除く。】
　　　　　Ａ，ｂ　：　変数値
（注）　諸経費率の値は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下1位止めとする。

下記の率とする

95.80% 61.40%

直接測量費
（成果検定費を除く）

50万円以下 50万円を超え1億円以下 1億円を超えるもの

（2）の算出式により求め
られた率とする。ただ
し、変数値は下記によ

る。
適用区分

率又は変数値

Ａ b

288.50 -0.084

下記の率とする


